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　この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、
一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。
仲裁地は東京（日本）とする。
　仲裁人報償金、仲裁人経費、管理料金、その他の仲裁手続のための合理的費用（以下「仲裁費用」）
は、敗れた当事者が負担する。請求の一部のみが認められた場合における各当事者の仲裁費用の負
担は、仲裁廷が、その裁量により定める。各当事者は、仲裁手続における当事者自身の費用並びに
代理人その他の専門家の報酬及び経費を負担する。

    All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract shall be 
finally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Com-
mercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be Tokyo, Japan. 
    The losing party shall bear the arbitrator’s remuneration and expenses, the administrative fee and 
other reasonable expenses incurred with respect to the arbitral proceedings (hereinafter the “Arbitra-
tion Cost”). In the case where a part of claims is admitted, the Arbitration Cost shall be borne in ac-
cordance with the determination of the arbitral tribunal at its discretion. The parties shall each bear 
their own costs as well as counsels’ and other experts’ fees and expenses in the arbitral proceedings.

紛争解決条項のヒント

　今月の紛争解決条項は、仲裁費用の負担を定める仲裁条項です。商事仲裁規則80条1項では、仲裁
手続の費用として、①仲裁人報償金、仲裁人経費、管理料金、その他の仲裁手続のための合理的な
費用のほか、②当事者が負担する代理人その他の専門家の報酬及び経費をあげており、同条2項で仲
裁人が、当事者の負担割合を決定すると定められています。
　仲裁は当事者自治に基づく手続ですので、仲裁手続の費用負担について当事者が定めることがで
きます。JCAA仲裁の過去の例をみると、仲裁手続のために当事者が負担するコストの8割から9割
は代理人への報酬及び経費の支払いです。なお、代理人の報酬は中小の法律事務所より大手事務所、
日本の法律事務所より外国の法律事務所の方が高額であるのが通常です。
　例文は、上記の①については、敗れた当事者が仲裁費用を負担することとし、一部の請求が認め
られた場合（部分的に敗れた場合）には仲裁廷が裁量で各当事者の負担を決定すると定め、②につ
いては各当事者が自分自身の費用並びに代理人その他の専門家の報酬及び費用を負担すると定めて
いるものです。

仲裁費用の負担を定める仲裁条項


